
子育て奮闘記　（弁護士　南木　ゆう）
この4月に、第二子（男の子）を出産し、現在仕事時間を大幅に短縮して、子育てに奮闘しています。

ちょうど2歳のイヤイヤ期真っ只中だった長女。何でも大人と同じことをしたいというイヤイヤの症状に、「おねえしゃんだから、私のお
腹の中にも赤ちゃんがいるの！もうすぐ産まれるんだから！」とあり得ない妊娠を告白したかと思えば、泣いている弟の口元に、Ｔシャツ
をめくりあげて自分の胸を押し付けて、「ほら、飲みなさい。」と小さなママっぷりを発揮しています。
最近では、「おねぇしゃんになったから、抱っこして！」と道で寝転がる等、イヤイヤに赤ちゃん返りを併発させこじらせています。

お姉ちゃんのワガママにママが翻弄されている間、ギャン泣きしてみても放置され続ける弟。飲めるときに飲んでおけとばかりにミルクを
よく飲み、気が付けば成長曲線を大きく上回る成長っぷり。
友達が、「お姉ちゃんがいる男の人って女の人の話を上手く流す術を知っているから、すぐ分かるよ。」って言ってたけど、こうやってス
ルースキルを磨いていくのだと感心する一方、突然ふってくる無理難題に右往左往し、すぐに苛立ってしまう自分の至らなさに落胆する毎
日です。

弁護士　南木　ゆう

外国人も「人」　（弁護士　鈴木　満）
先日、10月4日に青森で開催される人権擁護大会の準備ため、外国人労働者の受け入れ制度の調査で、スウェーデンとドイツへ行ってき
ました。

スウェーデンでは、外国人労働者を正面から労働力として受け入れ、永住権や市民権（日本でいう国籍のようなもの）を取得することも日
本に比べると容易になっています。また、家族の帯同も比較的認められています。
教育などの様々な面で、外国人がスウェーデン社会に統合できるようにすることにも意識が向けられています。また、外国人に対する手当
も厚く、スウェーデン語が分からない人が権利を行使するために、書類等の翻訳・通訳が必要となったときには、行政に、行政の費用で通
訳人をつけるように求めることができます。

日本では、現在、労働力不足対策としてより多くの外国人を受け入れようと、急速に制度改正が進められています。しかし、日本では、家
族の帯同は認めていません。通訳人を見つけるのが困難なことも多く、外国人が生活するのに必要な手当が十分に整っていません。
このような状態で突然多くの外国人を受け入れては、受け入れた後に職場や私生活で様々な人権侵害が生じかねません。制度を整える必要
がありますが、それには時間がかかります。そのときまで、私は、個別の権利救済に取り組み、困っている外国人の助けになれたらと思い
ます。
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弁護士　鈴木満

施設・病院と身元保証人　（弁護士　月岡　朗）
高齢者が施設や病院に入所する際に、身元保証人を求められることがあります。
厚生労働省の委託調査によれば、95.9％の施設が身元保証人や身元引受人の署名を求めており、署名がないと受け入れないと回答して
いる施設等も少なくありません。
この身元保証人になってくれる親族がいなくて、どうしたらいいのでしょうかという相談が寄せられます。
そもそも、施設等が身元保証人を求める理由は、施設利用料等の滞納の不安や、入所者が死亡した場合に円滑に対応するためです。
しかし、施設利用料等の滞納や死亡時の対応については、弁護士が成年後見人やホームロイヤーになっていれば、ほとんど問題を生じませ
ん。
実際に、成年後見人やホームロイヤーが存在する場合に、身元保証人を要求しない施設や病院も多くあります。
また、高齢者において身元保証人がいないと施設に入所できないと思い、不適切な身元保証団体に多額の費用を支払う消費者被害も発生し
ています。
身元保証人に関しては、施設や病院の抱えるリスク等に配慮しつつも、ホームロイヤーや成年後見人の代替手段を活用する等して、高齢者
が安心して施設に入所できるようにしなければなりません。

身元保証人についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、ご相談下さい。

弁護士　月岡　朗
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近況　森田童子（弁護士　伊藤　明生）
健康の為にジョキングなどに励んでいます。ジョギングは今年の5月には25キロ程走ることができるようになりました。
周りの方々のおかげです。ありがとうございます。

走っているとはいえ、ちょっときついなと感じたらすぐ歩いています。
週に3日位走ることを目処にしていますが、20キロ近く走るのはできて週に1日です。このときは3時間ほどかかります。
申し訳ありませんが、仕事は血圧安定のためにセーブさせていただいております。

最近、若いときよく聴いていた同じ年の森田童子が亡くなられたとの哀しい報に接しました。優しい歌を歌っていた人でした。
優しい心をもって一日一日を大切に生きていきたいです。

弁護士　伊藤　明生

働き方改革法案成立は、民主主義の危機　（弁護士　髙木　太郎）
働き方改革法案が６月２９日成立した。
働き方改革と言いながら、そこに含まれている高度プロフェッショナル制度を見る限り、如何に残業代を払わずに済ませるか、という観点
でしか作られていない。
法案に書かれているのは、年収１０７５万円程度に相当する収入のある人については、労働時間の規制（残業代・深夜労働を払えという部
分）を適用除外する、ということだけである。

それなのに、総理大臣も、厚労大臣も、あたかも、働く人が自由に働き、成果に応じて収入が得られる制度であるかのような説明を行い、
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与党議員はこれに唯々諾々として矛盾も指摘しないし、大手マスコミもそこを厳しく指摘するに至っていない。
国会で、こんないい加減な議論しかされていない、つまり、民主主義社会、言論の自由がある社会であるにもかかわらず、国民にその点が
ろくに知らされないまま、多数の国民も積極的に知ろうとしないまま、法案が通ってしまっている、という点に、暗澹たる気持ちになる。
ある意味、民主主義の重大な危機なのだろう。

権利は勝ち取るために常に闘争しなければならないと、高校生の頃、習ったような気がするが、それを実践しないと、ナチスに蹂躙された
ドイツのように、軍部独走を許した過去の日本のようになるのではないだろうか。
特効薬はないのだろうが、急がば回れ、で、中学、高校の教育あたりから一歩一歩改善を積み重ねないといけないのかな、と思っているこ
の頃である。

弁護士　髙木　太郎

生活保護基準引下げの影響　（弁護士　古城　英俊）

今年10月から、また生活保護費のうちの生活扶助費が引き下げられる予定です。
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食費、光熱水道費、被服費などを賄う生活扶助費は、2013年8月、2014年4月、2015年4月と三段階で平均6.5％、最大
で10％引き下げられました。
もともと生活するのがやっとである基準がさらに引き下げられたため、この引下げは憲法25条に反するとして、全国29か所の裁判所
で1000人以上が原告となって違憲訴訟が係属していますが、まだどこの裁判所でも判決が出ていません。
前回の引下げが違憲・違法なものであるかどうかについての司法判断が出ていないにもかかわらず、再び引き下げられようとしています。
前回の引下げによって、食費をさらに削らなければならなくなり、1日2食にしたり、毎日同じ献立にせざるを得なかったり、交通費や交
際費が出せなくなり、友人と疎遠になってしまったりした人もいます。
今年、さらに引き下げられると、もう削るところはないのに、どうすればよいのか、と生活保護の利用者は不安を抱えています。

生活扶助費を含む生活保護基準が引き下げられると、生活保護を利用している人たちへの影響はもちろんのこと、生活保護基準は、住民税
の非課税基準、国民健康保険・介護保険などの各種社会保険制度の保険料や一部負担金の減免基準、就学援助など、国民生活の様々な施策
に関連し、最低賃金の指標にもなっていますので、生活保護を利用していない人たちにも多大な影響を及ぼします。
社会保障の切り下げをすすめる国の政策に反対します。

 

弁護士　古城　英俊
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自衛隊を憲法に書き込む本当の意味 （弁護士　伊須　慎一郎）
１　自衛隊を憲法に書き込むという憲法「改正」議論がなされています。災害救助活動等で頑張っている自衛隊が違憲であるというのは自
衛隊員やその家族に失礼ではないか等と説明されています。では、自衛隊を憲法に書き込むだけで何も変わらないという安倍晋三氏の説明
は信用できるのでしょうか？

２　政治家の嘘を見極めるためには、この間、政府や自民党が何をして、これから何をしようとしているのか、きちんと確認する必要があ
ると思います。

（１）政府は、２０１４年７月１日、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行い、憲法９条の政府解釈（専守防衛）を空洞化させ、国
会で集団的自衛権の行使等、憲法９条違反の安保法制を制定しました。これによって、日本から遠く離れた中東等で自衛隊が米軍に組み込
まれて戦争を行うことが可能になりました。

（２）このように、政府が、憲法を無視して政府解釈（専守防衛）を空洞化させたことにより、必要最小限度の自衛の措置という縛りは、
無きに等しいものとなりました。そのため、従前の政府解釈で否定されていた敵基地攻撃能力を備えた巡航ミサイルの保有や護衛艦いずも
の空母化等の自衛隊の戦力強化を推し進めようとしています。

（３）さらには、政府・自民党等は、自衛隊員に失礼である等という理由で、軍隊（災害救助活動ではない）である自衛隊を憲法に明記し、
その存在を公認する憲法「改正」をもくろんでいます。

３　しかし、軍隊である自衛隊が憲法に明記されると、私たちの暮らしは、様々な場面で人権を制限されることになります。憲法学者等の
専門家が指摘している問題点をいくつか列挙してみます。

（１）戦力増強による際限のない軍事費増大のおそれがあります。現に自民党政務調査会では、ＮＡＴＯを参考に防衛費の対ＧＤＰ比２パー
セント（現在の５兆円規模から１０兆円規模に拡大）の達成を掲げています。

（２）軍事費増大によって、年金や生活保護の切り下げ、教育費や医療費の高騰等、私たちの生活はますます苦しくなります。

（３）爆音を撒き散らしている航空自衛隊機の飛行差止め訴訟も、自衛隊を憲法で公認すれば、国防という理由で、ますます難しくなるで
しょう。

（４）自衛官やその家族は、自衛隊が合憲になれば喜ぶのでしょうか。現在の自衛隊員の命令違反に対する刑罰は懲役７年が上限ですが、
今後は危険な任務に対する命令に違反した場合、刑罰が死刑や無期懲役にまで厳罰化されるおそれもあります。現に２０１３年４月、当時
の自民党の幹事長であった石破茂氏が厳罰化を示唆する発言をしています。

（５）その他にも、罰則付きの軍事的徴用制度の合憲化、国民の知る権利を侵害する政府にとって不都合な真実の隠ぺい（イラクや南スー
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ダンの日報隠しが現に発生しています）、国防を理由とした強制的土地収用や新基地建設への抗議の抑圧、軍学共同体の促進による大学の
自治や学問の自由への政治介入、憲法９条に抵触する自衛隊の活動に対する反対の意見表明や集会への妨害等、物も言えない息苦しい社会
に変わってしまうことが危惧されます。

４　このように、集団的自衛権を公認する自衛隊の憲法明記は、日本の政治が軍隊優先の政治に抜本的に転換し、全ての基本的人権の支え
となっている平和的生存権を無効化することにつながります。その結果、自衛隊員を含めたすべての国民の人権を著しく侵害することにな
るおそれがあります。

このような理由で、私は軍隊である自衛隊を憲法に書き込むことを全面的に反対します。

弁護士　伊須　慎一郎

日本国憲法が想定する民主主義とは（弁護士　牧野　丘）
安倍内閣は「実行実現内閣」なのだそうです。これまでの政権がなし得なかった政策を果敢に実行に移すということのようです。確かに過
去の政権ができなかった諸政策を次から次へと実行に移しました。
たとえば・・・定義があいまいな「秘密」を刑罰をもって保護する「秘密保護法」。これまでの憲法解釈を変えて外国が行う戦争に日本も
荷担することに道を開く「安保法」、犯罪の実行に着手しなくても内心で計画しただけで犯罪とされてしまう「共謀罪」、残業代を払わず
に働かせる事に道を開く「高度プロフェッショナル制度」、そしてつい先日成立した「カジノ法」。
さらに２０２０年は新しい憲法施行の年にしたい、などと言っています。
ですが、忘れてならないのはこれらが国会で成立した時の世論調査では、いずれも「今国会での成立については賛成しない」という意見が
多数派だったということです。
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日本国憲法には不思議な条文があります。「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」（４３条）。国会議員は選挙
で思想信条を含めた政策のの違いをアピールし、その支持者の投票によって当選します。ですから国会議員が意見の異なる人も含めた「全
国民」の代表だというのは少々ピンと来ません。
この意味をめぐっては法学の世界で深遠な議論があるのですが、要するに我が国の国会議員は投票してくれた人だけの事ではなく、自分と
は意見が異なる他の人のことにも配慮した行動をすることが義務づけられている趣旨と理解されています。
少々情緒的な表現をすると、自分の意見と異なる人がいることを念頭に、たとえそれが少数派の意見であっても虚心坦懐に耳を傾けなけれ
ばならない、ということです。
日本国憲法のもとでは、多数派が政権を担うことになっているので、その気になれば国会で論戦することなくどんどん議決をしてしまって
も多数決ですから民主主義に反しないように見えます。しかし、それは日本国憲法が想定する民主主義ではないのです。

政権が「実行力」を誇るのであれば、国会議員による多数決の前に世論を変えてみせる説得力でなくてはなりません。そういう真の「実行
力」は皆無に等しくありませんか？。
説得ができないのなら出直す謙虚さが、日本国憲法では求められています。

弁護士　牧野丘
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奨学金の本を出版しました（弁護士　鴨田　譲）　
今年1月に埼玉奨学金問題ネットワークから「奨学金借りるとき返すときに読む本」（弘文堂）という書籍を出版しました。私はこれまで
埼玉奨学金ネットの活動として、高校の先生方に奨学金問題の講演をさせて頂く機会が度々ありました。
講演の中では、奨学金利用者と延滞者が増加していること、日本学生支援機構の取り立てが厳しくなっていること、もっと国が予算をかけ
て大学への進学を支援すべきであることなどをお話しています。
すると、高校の先生からは、「私たちはいまの高校生のために何とかしてあげられないかと思っています。将来の問題も大切ですが、現時
点でのベストな奨学金の選択は何でしょうか。」という意見が必ず寄せられます。

そこで、私たち埼玉奨学金ネットでは、「現時点でのベストな奨学金の選択」を提示するために、奨学金を「借りるとき」と「返すとき」
の２つに分けて、それぞれの概要と注意点をまとめたガイドブック的な本を作ることにしました。そして、運よく、法律業界では著名な弘
文堂が出版を引き受けて下さることになりました。

私は、本書後半の「返すとき」編の執筆を担当しました。日常的に裁判所に提出する書類は書いていますが、一般の読者向けにまとまった
文章を書いたことはなかったので、編集者の方からはもっと分かりやすく書いて欲しいと度々ご指摘を受け、だいぶ苦戦しました。特に、
弁護士が普段使いがちな「～の場合もある」、「～の可能性がある」という表現については、読者のためにもっとはっきり書いて欲しいと
いうご指摘を頂きました。

そういった苦労もありながら、構想から1年半くらいの時間をかけてできた本ですので、これから奨学金の利用を考えている、あるいは、
既に奨学金を借りている方にとって少しでもお役に立てれば幸いです。

弁護士　鴨田　譲
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９条俳句事件判決（弁護士　谷川　生子）
 

公民館だよりへの俳句掲載を拒否された女性が、さいたま市を相手に俳句の掲載と慰謝料の支払を求めて提訴した事件について、昨年の
１０月１３日にさいたま地方裁判所の第一審判決、今年の５月１８日に東京高等裁判所の控訴審判決が出ました。
いずれも、さいたま市の俳句掲載拒否は違法であるとして、原告の慰謝料請求を認めています。
それに対し、原告には掲載請求権がないとして、俳句の掲載請求は退けられました。

第一審判決は、公民館が３年８ヶ月の間継続して公民館だよりに俳句を掲載してきたことを重視し、原告の掲載への期待を法的保護に値す
る人格的利益であるとし、また、原告の思想や信条を理由に公民館職員が不公正な取り扱いをした行為は国家賠償法上違法であるとして、
原告に５万円の慰謝料を認めました。この第一審判決を不服としたさいたま市は東京高等裁判所に控訴し、原告もまた俳句の掲載等を求め
て控訴しました。

控訴審判決は、公民館は住民の教養の向上、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする公的な場である、として公民館
の役割に言及し、公民館職員はこの役割を果たせるように、住民の社会教育活動の実現につき公正に取り扱うべき義務を負う、と明示しま
した。本件俳句の掲載により行政の公平性・公正性を害するとの被告の主張に対しては、意見の対立があることを理由に公民館が、意見を
含む住民の学習成果をすべて掲載から排除することは、意見を含まない他の住民の学習成果の発表行為と比較して不公正な取り扱いとして
許されないと断言しています。

いずれの判決も、「大人の」学習権を憲法上の権利として認めていますが、控訴審判決の方が公民館の性質等に踏み込んで判断している点
で意義あるものと言えます。現在、上告及び上告受理申立がなされ、最高裁判所の決定が待たれるところです。

弁護士　谷川　生子

https://saitamasogo.jp/archives/74141
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